
これぞ最悪の「規制緩和」
安倍総理と自民党を中心に改憲への動きが加速し

ています。しかも本命の「九条」ではなく、改憲の

条件を定めた96条から変えようという姑息なやり方。

国民の批判をかわし、「国民の多数が改憲に賛成し

ても変えられないのはおかしい」という論法でまず

賛成を増やそうというたくらみです。しかし

憲法改正の条件は厳しいのが常識

改正手続きが一般の法律と同じでは国家の基本法

としての憲法の重さがなくなり、政権交代ごとに変

えられる危険があり国の混乱の元です。そのためど

の国でも次のようにその条件は厳しくしています。

◇ドイツ……連邦議会の２/３の賛成と連邦参議院

（上院）の2/3の賛成

◇フランス……各院の過半数の賛成＋両院合同会議

で3/4の賛成＋国民投票

◇イタリア……各院の２/３以上の賛成＋国民投票

◇アメリカ……各院の２/３以上の賛成 ＋ ３／４

以上の州の承認

◇カナダ……各院の過半数＋２/３以上の州議会賛成

◇オーストラリア……①国民投票の総数の過半数と

②過半数の州での過半数の賛成が必要で、実際に

この②の要件を満たさずに否決されたものが多い。

◇韓国……国会の２/３の賛成と国民投票の過半数

（「諸外国における戦後の憲法改正」国立国会図書

館 ISSUE BRIEF 687を参照）

改憲論者からも反対が
安倍内閣の強引さ、ご都合主義に自民党や改憲勢力

の中からも批判が起こっています。

◆名うての改憲論者小林節慶応義塾大教授は「憲法9

条の改正は私の持論であり、その点では安倍さんと

まったく一致しています。……侵略はしない、自衛

はする、そのための軍隊は持つ……そうやって堂々

と国民に語りかけて、憲法9条改正に真正面から取り

組めばいいんです。しかし、今の動きは96条をまず

変えて憲法改正の手続き条件を下げるというもので

す。まるで裏口入学のようでフェアではありません。

安倍内閣は憲法の何たるかを理解していない。憲

法は、「硬性憲法」といって権力者がそう簡単に触っ

てはいけないものです。なぜならば、憲法は国の法

の中でただ1つの例外で、主権者である国民すなわち

非権力者が意思として権力者を縛るものだからです。

そのほかの刑法や民法は、権力を預かった人が国

会で作ったり改廃して、国民に対する行動を規律す

るものです。憲法96条に触ると憲法の本質を壊して、

憲法ではなくなってしまいます。」と述べ、「憲法

学者として身体を張って反対する」としています。

◆ゴーマニズム宣言などで戦争を肯定してきた漫画

家小林よしのり氏は「そもそも憲法とは、国民大衆

が権力者を縛る手段として存在するものであり、権

力者の都合で安易に改正できないようになっている

ものなのだ。96条改正は立憲主義の破壊だ。」とい

う。

◆政権与党の公明党の内部でも改憲論は検討されて

おり、９６条から改憲しようという主張には反対論

が高まっているという。
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≪流山憲法集会≫
５月１８日(土)14:00開会

流山市生涯学習センター

TX線流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅前

講演：伊波洋一さん

い は

「オスプレイ配備の
沖縄から日本の平和
を考える」

（元沖縄県宜野湾市長）
資料費５００円



フィリピンは長年のマルコス親米政権を倒したあ

とコラソン・アキノが大統領になった。彼女は1947

年に締結され、期限を迎えた米比基地協定の延長を

米国との間に締結し、議会に批准(承認)を求めた。

クラーク空軍、スービック海軍などの米軍基地の使

用を継続させる条約である。しかしアーミテージの

要求したその中身は日米地位協定以上に一方的なも

ので、反対運動が盛り上がった。だが当時はアメリ

カは湾岸戦争に勝利して自信を持ち、一方のフィリ

ピンはピナツボ火山の大噴火で大きな被害に疲弊し

ていたときだ。米国側は「親米派」が多数を占める

上院議員が米国に反旗を翻すことはない「米国から

の援助と政治的支援というおこぼれが欲しくて脅し

を掛けているだけだ」と多寡をくくっていた。とこ

ろが上院外交委員会はその批准を拒否したのだ。15

万人以上の国民が上院を取り巻いて見守る中、投票

が行われ24人の議員中、外務大臣の一人を除き23人

の中の12人が反対したのだ。 承認には2/3の賛成が

必要だったから、完全な勝利だ。独裁によって国民

を弾圧し、私欲を図ったマルコスを援助し続けたア

メリカを最早国民は信用していなかった。アメリカ

は全く予想もしていなかった事態に驚愕したが、基

地を引き揚げざるを得なかった。（アメリカは、火

山の噴火で基地は火山灰が降り積もり、建物もつぶ

れて基地が使用不能になったからだと理由付けをし

ているが、まるでイソップの「すっぱいブドウ」そ

のものだ。） 基地撤去決断の前には「反対すれば

アメリカの報復が」とか 「経済的な混乱が」など

の声はもちろんあった。しかしアメリカは妨害もで

きず、返還後はクラーク空軍、スービック海軍の基

地跡地は再開発されて経済

特区として巨大な経済活動

の基地になっている。だが、

ここに大問題がある。

クラーク基地は火山噴

火の避難民が集まり、飲み水確保のため井戸を掘っ

て使用したところ、様々な異常を訴える人々が続出。

基地の深刻な汚染問題が発覚した。アメリカは除染

に責任を持たないといい、いまも未解決のままであ

り、日本にとっても他人事ではない。（「フィリピ

ン民衆ＶＳ米軍駐留」ﾛｰﾗﾝﾄﾞ･G･ｼﾝﾌﾟﾗﾝ著 から）

またまた懲りない東電の隠蔽

実は貯水槽はすでに危機的
ネズミの感電死で停電し冷却装置が止まった福島第

一原発。その後もネズミが入り込んでいるだけでなく、

実は貯水槽はすでに満杯で危機的な状況であることが

１月には明らかだったにもかかわらず、余裕があると

いい続けてきたことが報道されている。まだ増設され

ていないタンクをすでにあるかのように装って貯水池

投入量をすり替え、地上のタンクに溜めているとだま

し続けていた。増え続ける地下水の原因も、貯水槽の

漏水の原因もいまだ不明なままである。

５月３日の行動（憲法キャラバン）「５月１８日

の憲法集会」もありますが定例の宣伝は行います。

５月９日(木)は「おおたかの森駅」

１５:３０～１６:３０です
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

カンパはこちらの郵便振替口座へ
００１３０-５-４６４７３５ 口座名 九条の会流山

政府「屈辱の日」の式典強行
沖縄県民を始め多くの国民の反対を押し切って政府

は4.28の「主権恢復の日」の式典を天皇夫妻まで招

いて強行しました。サンフランシスコ条約と安保条

約の締結は沖縄県民の主権が回復されなかったばか

りではありません。沖縄が取り残されたという言い

方もありますが、取り残されただけではありません。

むしろこの条約締結の結果、アメリカの占領支配が

いわば公認され、いままで以上に一層苛烈なものと

なったのです。伊江島を始め各地でブルドーザーと

銃剣によって土地取り上げが始まり、基地拡張が進

められたのです。沖縄県民はブルドーザーの前に座

り込んで抵抗するなど激しい島ぐるみの闘争が展開

されました。こうした米軍による土地の強制収用を

「布告」などの一方的な命令で実施しました。しか

も、72年の祖国復帰後も日本の国会はそれを追認す

る様々な法律を作って合法化を手伝ったのです。

安倍政権になってますます憲法９条改悪、さらに最近は

９６条改悪への動きの強まるなかで、「いまこそ９条の会

が頑張るとき」と多くの方からカンパを寄せていただきま

した。お礼申し上げます。（財政担当 花山富佐子）

基地跡のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰ


